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第１章 佐久地域定住自立圏の概要 

 

１ 定住自立圏の目的 

  人口減少・少子高齢社会を迎えている中、佐久圏域が将来にわたって安心して暮らすこと

のできる地域として存続できるよう、圏域の市町村が相互に連携・協力し、圏域全体の生活

機能の強化等に取り組むことにより、佐久圏域の定住人口の確保と地域の活性化を図ります。 

 

２ 定住自立圏の名称 

  佐久地域定住自立圏 

 

３ 定住自立圏の構成市町村 

  佐久市（中心市）、小諸市、東御市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相

木村、軽井沢町、御代田町、立科町 （１２市町村） 

  ※中心市：国の定住自立圏構想推進要綱に定める要件（人口５万人程度以上、昼間人口が

夜間人口の１倍以上）を満たす市であり、佐久地域では佐久市が該当します。 
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第２章 ビジョンの概要 

 

１ ビジョンの目的 

  定住自立圏により目指すべき地域の将来像や、各市町村と締結した「定住自立圏形成協定」

に基づいて実施される具体的な事項等を明らかにし、佐久地域定住自立圏の全体像を示すた

め、中心市である佐久市において「佐久地域定住自立圏共生ビジョン」を策定します。 

 

２ ビジョンの計画期間 

  本ビジョンの計画期間は、平成２９年度から令和３年度までの５年間とします。 

 

３ ビジョンの変更 

  定住自立圏は、中心市と関係市町村との１対１の協定により、様々な分野において連携す

ることが可能です。 

  今後、定住自立圏を推進する中で、協定を締結していない施策分野や取組項目においても、

連携することにより効果的・効率的な施策展開が図られるものについては、積極的に追加協

定を締結し、定住自立圏に取り込んでいくことが望ましく、こうした定住自立圏の取組の拡

大に対応できるよう、本ビジョンは、毎年度所要の見直しを行うこととします。
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第３章 佐久地域定住自立圏の将来像 

 

１ 佐久地域の概況 

佐久地域は、長野県の東部に位置し、千曲川が地域の中央を南から北に流れ、浅間山、八

ヶ岳、蓼科山、荒船山などの雄大な山並みに囲まれた美しい高原エリアです。 

  気候は冷涼で、晴天率が高く、さわやかな晴れの日が多いことが特徴です。滝が凍りつく

ことで有名な三滝山の三滝（北相木村）に代表されるように、真冬の寒さは厳しいものがあ

りますが、積雪量は少ない地域です。 

  また、佐久地域は美味しい農畜産物の宝庫でもあり、米、野菜、果樹などの生産が盛んで

す。とりわけ、川上村や南牧村は、全国有数の高原野菜（レタス、はくさい・キャベツ）の

生産地であるほか、「五郎兵衛米」、「佐久鯉」（佐久市）、「信州蓼科牛」（立科町、佐久市）、

「白土ばれいしょ」（小諸市）などのブランド品や、ぶどう（東御市）、桃（小諸市）、りんご、

プルーン、ブロッコリー、花きなどが特産品となっています。また、清らかな湧水に恵まれ、

古くから酒造りが盛んであったこの地域では、現在 13 もの蔵元（佐久市、小諸市、佐久穂町）

があり、日本有数の酒どころとなっているほか、千曲川中流域はワイン用ぶどうの栽培に適

した地域であり、個性豊かな個人ワイナリーも多くあることから、千曲川ワインバレー（東

地区）特区（小諸市、東御市、立科町ほか）を形成するなど、ワイン産業にも力を入れてい

ます。 

  江戸時代には、中山道や北国街道、佐久甲州道が多くの人々に利用され、追分宿（軽井沢

町）、小田井宿（御代田町）、望月宿（佐久市）、茂田井間の宿（佐久市・立科町）、芦田宿（立

科町）、小諸宿（小諸市）、海野宿（東御市）などの数多くの宿場が賑わいをみせました。現

在もその街並みが残るとともに、小諸城址懐古園、小諸城大手門（小諸市）や龍岡城五稜郭

（佐久市）などの文化財・史跡も多く、歴史的に文化と交流に富んだ地域です。 

  近年は、上信越自動車道の開通や、平成２７年３月の北陸新幹線の金沢延伸により、佐久

地域から首都圏や北陸圏へのアクセスが飛躍的に向上しました。また、中部横断自動車道も

佐久南インターチェンジ～八千穂高原インターチェンジ間が平成３０年４月に開通し、高速

交通網の結節点となる佐久地域は、産業・交流の拠点として、より一層の発展が期待されま

す。 

  観光面では、世界的にも有名な軽井沢（軽井沢町）を筆頭に、白樺高原（立科町）、高峰高

原（小諸市）、湯の丸高原（東御市）、野辺山高原（南牧村）、八千穂高原（佐久穂町）、松原

湖（小海町）など、豊かな自然に恵まれた観光名所にあふれています。 

地域の医療は、佐久医療センター（佐久市）をはじめ、浅間総合病院（佐久市）、佐久総合

病院本院（佐久市）、川西赤十字病院（佐久市）、浅間南麓こもろ医療センター（小諸市）、東

御市民病院（東御市）、佐久総合病院小海分院（小海町）、千曲病院（佐久穂町）、軽井沢病院

（軽井沢町）など、病院や診療所が数多く、また医師会・歯科医師会との連携による病病連

携や病診連携が進んでおり、恵まれた医療環境にあります。 

  また、各市町村では、１８歳（到達後年度末）までの医療費無料化（小諸市、小海町、佐

久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、立科町）、第３子以降の保育料無

料化（佐久市、小海町、南牧村、南相木村、軽井沢町）をはじめ、児童館、子育てサロンな

どの子育て支援施策が充実しているほか、保健師等による新生児訪問など、きめの細かい母
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S55（1980） S60（1985） H2（1990） H7（1995） H12（2000） H17（2005） H22（2010） H27（2015） R2（2020） R7（2025） R12（2030） R17（2035） R22（2040） R27（2045）

年少人口（0～14歳） 49,910 48,628 44,882 41,464 38,805 36,165 33,508 30,327 27,714 25,239 23,306 21,679 20,434 19,211
生産年齢人口（15～64歳） 145,171 148,949 150,984 151,561 152,143 149,590 146,549 136,298 128,688 121,866 114,476 106,504 96,973 89,077
老年人口（65歳以上） 29,995 34,410 40,889 48,429 54,811 59,451 64,093 70,617 76,270 78,234 79,577 80,592 82,001 81,058

合計 225,076 231,987 236,844 241,461 245,960 245,726 244,420 239,123 232,672 225,339 217,359 208,775 199,408 189,346

子保健サービスも提供されており、佐久地域は、子育てをしやすい地域でもあります。 

  こうしたことから、佐久地域は、自然や気候、様々な資源などに恵まれた暮らしやすい地

域であり、定住に適した地域といえます。 

 

 

２ 人口減少・少子高齢社会を迎えて 

  佐久地域定住自立圏域における人口は、平成 12 年をピークとして減少に転じており、平成

27 年の人口は 239,123 人（平成 27 年国勢調査）となっています。 

  また、年齢階層（３区分）別の人口推移では、圏域全体における老年人口（65 歳以上）の

人口比率は平成 27 年で 29.8％と、平成 22 年の 26.3％と比較して 3.5 ポイントも上昇するな

ど、急速な高齢化が進行しています。一方、年少人口（0～14 歳）及び生産年齢人口（15～

64 歳）の人口比率は、平成 27 年でそれぞれ 12.8％、57.5％と、平成 22 年と比較して 0.9

ポイントと 2.5 ポイント下降しています。 

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」）による平成 27 年国勢調査を基準とした

人口推計では、令和 27 年における圏域人口は約 189,000 人まで減少し、老年人口（65 歳以

上）比率は 42.8％まで増加すると推計されています。一方、年少人口（0～14 歳）及び生産

年齢人口（15～64 歳）における人口比率は、それぞれ 10.1％、47.0％まで減少すると見込ま

れています。 

 

表１ 圏域人口の推移（年齢階層（３区分）別人口） 
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年少人口（0～14 歳）   生産年齢人口（15～64 歳）   老年人口（65 歳以上）   総人口 

出典：S55～H27 は国勢調査（総務省統計局） 

出典：R2～R22 は社人研推計（H30.3.30 公表） 

※不詳の数を含むため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない 

 

（人） 推計 実績 

■ ● ▲ ◆ 
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  表２ 圏域人口比率の推移（年齢階層（３区分）別人口）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 佐久地域定住自立圏の将来像 

本圏域では、今後、人口減少・少子高齢化が進行していくことが見込まれ、それに伴い地

域活力の減退や生活関連サービスの縮小による利便性の低下、集落の維持存続の限界などが

懸念されています。 

このような中、地域医療や地域公共交通の確保といった課題は、圏域市町村が抱える共通

の課題であるとともに、圏域全体で考えるべき課題でもあり、持続可能な定住圏の形成のた

めには、圏域市町村が各地域の状況に対応しつつ、連携して課題の解決に取り組むことが必

要です。 

このため、佐久地域定住自立圏では、圏域の将来像を以下のとおりとし、圏域市町村にお

ける適切な役割分担の下、連携・協力し合いながら、「生活機能の強化」「結びつきやネット

ワークの強化」「圏域マネジメント能力の強化」に係る取組を着実に実行することにより、将

来像の実現を目指します。 

 

 

【佐久地域定住自立圏の将来像】 
 
◇将来にわたり安心して暮らすことができる佐久地域 

地域の医療や交通をはじめとする必要な生活機能の確保に取り組むことにより、 

様々なライフスタイルを選択することができ、交流や賑わいのある活気あふれる 

佐久地域を目指します。 

 

 

 

（％） 
推計 実績 

出典：S55～H27 は国勢調査（総務省統計局） 

出典：R2～R22 は社人研推計（H30.3.30 公表） 

※比率は、年齢不詳人口を除く人口に対する比率 
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【佐久地域における中長期的な人口目標】 

本圏域においては、定住自立圏による取組を推進することにより、まち・ひと・しごと創

生法に基づき策定された各市町村の人口ビジョンにおける将来人口を目指します。 

 

 

・圏域人口目標 

平成２２年 平成２７年 
令和２年 

（目標） 

令和２２年 

（目標） 
備 考 

244,420 人 239,123 人 234,500 人 216,600 人 

各市町村人口ビジョンの将来人口目

標値の合算により算出 

（国勢調査実施年を基準とする） 

 

 

表３ 佐久圏域人口の将来展望 

 

 

 

 

 

 

・生産年齢人口目標 

平成２２年 平成２７年 
令和２年 

（目標） 

令和２２年 

（目標） 
備 考 

146,549 人 136,298 人 130,900 人 108,100 人 

各市町村人口ビジョンの将来人口目

標(生産年齢人口)の合算により算出 

（国勢調査実施年を基準とする） 

表４ 佐久圏域の生産年齢人口の将来展望 

（人） 

出典：H22～H27 は国勢調査（総務省統計局） 

出典：R2～R22 は社人研推計（H30.3.30 公表）及び市町村人口ビジョン 
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４ 構成市町村の役割分担と連携 

（１）中心市としての佐久市 

  平成９年の長野新幹線佐久平駅の開業に伴い、佐久平駅周辺への商業集積が進むとともに、

他地域からの人口流入により、佐久平駅周辺エリアは、佐久地域を代表する中心拠点へと発

展しました。佐久市の人口は 99,368 人（平成 27 年国勢調査）となり、現在、圏域人口の 41.6％

（H27）を占めています。 

  佐久地域全体において医療機関が数多くある中でも、佐久市は、浅間総合病院、佐久医療

センター、佐久総合病院本院、川西赤十字病院の４つの公的な総合病院を有し、地域の医療

機関による在宅医療の充実や積極的な保健活動の展開などにより、全国有数の健康長寿都市

として知られています。さらに、現在は、20 年後、30 年後も全ての住民が健康長寿であり続

けるため、新しい視点での保健活動にも取り組んでおり、圏域の保健・医療を担ってきた佐

久市が中心市としてもつ役割は今後ますます高まることとなります。 

  また、佐久平駅近くの「市民交流ひろば」やマレットゴルフ場、陸上・サッカー競技場、

野球場を備える「佐久総合運動公園」があるほか、今後予定される県立武道館とともに「創

錬の森」の整備を進めており、いずれの施設も、圏域屈指の大型広場、運動公園等として、

交流人口の創出に寄与するものとなります。 

  さらに、北陸新幹線や上信越自動車道、中部横断自動車道が市内を走り、高速交通の結節

点や交流圏の拠点であることから、その優位性を生かした雇用の場の創出などが期待されて

います。 

  このように、佐久市においては、佐久地域の中心都市として、圏域の保健・医療・福祉の

拠点、スポーツや子育てを通した新たな交流の拠点の創出や働く場の確保など「中心市たる」

まちづくりを進めます。また、定住自立圏による取組においても、圏域全体のマネジメント

を行うなど、中心市としての役割を積極的に果たし、佐久地域全体の発展のために尽力しま

す。 

（人） 

出典：H22～H27 は国勢調査（総務省統計局） 

出典：R2～R22 は社人研推計（H30.3.30 公表）及び市町村人口ビジョン 
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（２）北部エリア ～小諸市、東御市、北佐久郡～ 

  佐久地域定住自立圏の北部に位置する小諸市、東御市、北佐久郡には、有名な観光名所が

多く、観光旅行者や中長期滞在者が多く訪れるエリアです。 

  県の平成 30 年観光地利用者統計調査によると、世界の保健休養地としても名高い軽井沢は、

年間約 871 万人の方が訪れています。これは県内で最も利用者数が多く、長野県を代表する

観光地となっています。白樺湖（立科町）も、約 201 万人（※茅野市分を含む。）と県内では

７番目に利用者が多い観光地となっているほか、道の駅雷電くるみの里には約 103 万人、蓼

科牧場（立科町）には約 76 万人、懐古園（小諸市）には約 53 万人の方が訪れています。 

  また、千曲川中流域に位置するこのエリアは、内陸性気候の特性と風土を生かし、巨峰を

はじめとするぶどう、りんご等の果樹栽培が盛んな地域です。近年、個人経営によるワイナ

リーが増加傾向にあり、千曲川ワインバレー（東地区）特区（小諸市、東御市、立科町ほか

千曲川流域５市町村）を形成するなど、裾野の広い産業であるワイン産業の特性を生かした

地域振興に取り組んでいます。 

    定住自立圏では、北部エリアにおけるこれらの地域資源を活用しながら中心市や南部エリ

アと連携し、圏域における交流人口の創出や六次産業化による農業振興などを積極的に推進

します。 

 

表５ 佐久地域定住自立圏の観光地利用状況 

（単位：万人／年） 

軽井沢高原（軽井沢町） 871 布引観音（小諸市） 32 

白樺湖（立科町・茅野市） 201 道の駅ほっとぱ～く浅科（佐久市） 30 

道の駅雷電くるみの里（東御市） 103 八千穂高原（佐久穂町） 28 

蓼科牧場（立科町） 76 海野宿（東御市） 26 

湯の丸高原（東御市） 56 野辺山高原（南牧村） 24 

平尾山公園（佐久市） 54 川上郷（川上村） 22 

懐古園（小諸市） 53 飯綱山公園（小諸市） 20 

高峰高原（小諸市） 47 浅間高原（御代田町） 16 

佐久平（佐久市） 45 松原湖（小海町） 15 

道の駅ヘルシーテラス佐久南（佐久市） 34 出典：平成 30 年観光地利用者統計調査（長野県山岳高原観光課） 

 

（３）南部エリア ～南佐久郡～ 

  佐久地域定住自立圏の南部に位置する南佐久郡は、都市部のけん騒を離れて、自然ととも

に穏やかに暮らすことのできる地域にあふれるエリアです。 

  このエリアの基幹産業は農業であり、エリアの農業算出額約 326 億 9 千万円（H29）は、圏

域全体の農業算出額約 608 億円（H29）のおよそ 54％を占めています。 

  各町村においては、就農促進や定住促進などに力を入れて取り組んでおり、圏域全体での

地産地消の推進により地域内流通を図ることや、北部エリアや佐久市の取組とも連携して圏

域全体で定住促進を図るなど、定住自立圏においても定住促進や農業振興などに連携して取

り組みます。 
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  また、比較的小規模な町村が多いこのエリアにおいては、専門職員の配置など、市町村単

独では非効率な場合もあり、定住自立圏により中心市等と共同して事業を実施することによ

り、必要な生活機能の確保や住民福祉の向上を図ります。 

  

表６ 佐久地域定住自立圏の農業算出額（総額）（平成 29 年） 

              （単位：千万円） 

佐 久 市 1,091 南 牧 村 953 

小 諸 市 572 南 相 木 村 72 

東 御 市 490 北 相 木 村 190 

小 海 町 344 軽 井 沢 町 102 

佐 久 穂 町 268 御 代 田 町 317 

川 上 村 1,442 立 科 町 239 

出典：農林水産省「市町村別農業産出額（推計）」 

 

（４）ひとと環境にやさしく、安心で快適な圏域へ 

佐久地域においては、晴天率の高さや、地下水や湧水などの恵まれた水資源といった豊か

な自然環境があることから、再生可能エネルギーの利活用や地下水等水資源の保全を図るな

ど、さらなる環境にやさしい圏域づくりが地域全体で求められています。 

    また、令和元年 10 月の台風 19 号における暴風雨等によって、当地域においても甚大な被

害を受けるなど、防災体制の見直し強化が求められていることから、圏域の市町村が連携し

て大規模災害に備える必要があります。 

  さらには、圏域内外の交流を創出するとともに、住民生活の充実と利便性の向上を図るた

め、地域と地域を結び合う円滑なネットワークの構築に圏域全体で取り組む必要があります。 

    環境、防災や交通・情報ネットワークの整備など、圏域全体で取り組むべき課題に対して

も、定住自立圏により積極的に対応します。 

 

 

（５）定住自立圏という「絆」 

 佐久地域定住自立圏においては、中心市や各市町村の特徴を生かし適切に役割分担をしなが

ら連携を図るとともに、圏域全体の課題に対しては相互に協力して課題の解決に取り組みます。 

 また、定住自立圏の取組は、単に行政機関の連携には終わりません。市町村間の人事交流や

合同研修を通じて、圏域の市町村職員は、互いに切磋琢磨しスキルアップに努めるとともに、

交流を深めながら相互の信頼関係を育み、圏域の活性化のために知恵を出し合い、力を合わせ

ます。 

 さらには、定住自立圏の取組が進むに連れ、圏域全体の結びつきやネットワークが強化され

ることにより、圏域住民の交流や連帯感も強固なものとなります。佐久地域に誇りと愛着をも

って暮らしている圏域住民がより「絆」を深め、暮らしを支え合いながら、定住自立圏の創造

に取り組みます。 
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第４章 佐久地域定住自立圏の基本的事項 

 

将来像の実現に向け、定住自立圏形成協定（佐久地域定住自立圏の形成に関する協定）にお

いて、佐久地域定住自立圏に関する基本的事項を次のとおり定めています。 

 

１ 基本方針 

  中心市と関係市町村は、定住自立圏の取組において、相互に連携を図り、共同し、補完し

あいます。 

 

２ 事務執行に当たっての協力・費用負担 

（１）中心市と関係市町村は役割分担し、協力して事務の執行に当たります。 

（２）必要な費用が生じるときは、相互の受益の程度等を勘案し、当該費用を負担します。 

（３）事務の執行・費用負担に関する必要な事項は、必要な都度、中心市と関係市町村が協議

して定めることとします。 

 

３ 協定の変更・廃止 

（１）協定の変更は、中心市と関係市町村が協議の上、議会の議決を経て行います。 

（２）中心市又は関係市町村が協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議決を経て

その旨を他方に通告します。 

 

４ 疑義の解決 

  疑義が生じた場合は、中心市と関係市町村が協議して定めることとします。 
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５ 連携して取り組む事項（市町村別協定締結項目） 

（○･･･締結項目 －…非締結項目） 

政策
分野

施策分野 取組事項 小諸市 東御市 小海町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 佐久穂町 軽井沢町 御代田町 立科町

 生活機能の
 強化

 保健・医療  地域医療の環境整備 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 住民の健康増進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 自殺対策 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 福祉
 病児・病後児保育の
 広域化 ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 発達障がい児の支援
 体制の確立 ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 学校教育
 不登校児童生徒等の
 支援体制の充実 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ＩＣＴ教育の推進 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

産業振興  鳥獣害防止総合対策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 地産地消・販路開拓の
 推進 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 六次産業化による
 農業振興 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 農業情報ネットワーク
 の構築 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 森林病害虫被害防止
 対策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 広域的観光の推進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 環境  循環型社会の構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 防災
 広域防災体制の整備
 と強化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 結びつきや
 ネットワーク
 の強化

 地域公共
 交通

 地域公共交通ネットワーク
 の構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 建設
 道路等交通インフラの
 整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 情報  情報化の推進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 定住促進・
 交流推進

 定住促進及び交流
 推進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○

 社会教育
 社会教育施設の
 広域的活用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 圏域マネジ
 メント能力
 の強化

 人材育成
 合同専門研修及び
 人事交流 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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第５章 定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的取組 

 

 定住自立圏では、中心市と各市町村との間で締結した「定住自立圏形成協定」に基づき、構

成市町村が相互に協力・連携して、「生活機能の強化」、「結びつきやネットワークの強化」、「圏

域マネジメント能力の強化」に取り組みます。 

 

政策分野 施策分野 取組事項

18 しなの鉄道沿線観光振興事業

19 小海線沿線地域活性化事業

森林病害虫被害防止対策 16 森林病害虫被害防止対策事業

広域的観光の推進 17 圏域観光連携事業

六次産業化による農業振興 14 酒米生産振興推進事業

農業情報ネットワークの構築 15 農業情報ネットワーク化構築事業

産業振興 鳥獣害防止総合対策 12 鳥獣害防止総合対策事業

地産地消・販路開拓の推進 13 地産地消販路開拓推進事業

学校教育 不登校児童生徒等の支援体制の充実 10 不登校児童生徒等支援事業

ICT教育の推進 11 ICT教育推進事業

福祉 病児・病後児保育の広域化 8 病児・病後児保育の広域化事業

発達障がい児の支援体制の確立 9 障がい児発達支援事業

自殺対策 7 自殺対策事業

3 休日救急歯科診療所開設支援事業

4 在宅当番医事業

5 上手な医療機関のかかり方等周知・啓発活動事業

取り組む事業

生活機能の強化

保健・医療 地域医療の環境整備 1 佐久地域休日小児科急病診療センター運営委託事業

2 佐久地域平日夜間急病診療センター運営委託事業

住民の健康増進 6 特定健康診査推進事業
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環境 循環型社会の構築 20 ごみ減量化促進事業

21 佐久地域地下水等水資源保全事業

22 新エネルギー推進事業

23 特定外来生物（植物）駆除推進事業

防災 広域防災体制の整備と強化 24 広域防災体制連携強化事業

結びつきやネット
ワークの強化

地域公共交通 地域公共交通ネットワークの構築 25 圏域地域公共交通ネットワーク構築事業

26

29 市町村道整備事業

情報 情報化の推進 30 コンピュータシステム共同利用・共同開発事業

路線バスネットワーク再構築事業

27 しなの鉄道増便事業

建設 道路等交通インフラの整備 28 道路期成同盟会活動推進事業

33 スポーツ交流推進事業

圏域マネジメント
能力の強化

人材育成 合同専門研修及び人事交流 34 合同専門研修・人事交流推進事業

定住促進・交流推進 定住促進及び交流推進 31 定住促進共同情報発信事業

社会教育 社会教育施設の広域的活用 32 文化・スポーツ施設等相互活用促進事業
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定住自立圏形成協定の協定内容と協定に基づいて実施する事業について掲載しています。 

  なお、事業費が「0」のものは、予算措置は伴わない事業の実施（調査検討等）及び事業費

が未定のものに用いられています。また、事業費が「－」のものは、未事業化のもの及び事

業が終了したものです。 

 

１ 生活機能の強化に係る政策分野 

（１）保健・医療 

  ア 地域医療の環境整備 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 

地域医療体制に関する研究・検討を進め、体制の整備等に対する必

要な支援等を実施すること、地域住民と医療機関との良好な関係を研

究し、圏域住民及び関係機関等への周知・啓発等を実施すること等に

より、地域医療の環境整備を推進する。 

佐久市の役割 

・休日小児科急病診療センター及び平日夜間急病診療センターを設置

し､管理する｡ 

・地域医療体制の整備に対して必要な支援を行う。 

・休日救急歯科診療所の開設を支援する。 

・関係市町村と共同して地域医療体制に関する研究・検討を行う。 

・関係市町村と共同して地域住民等への啓発等を行う。 

・その他地域医療の環境整備に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・地域医療体制の整備に対して必要な支援を行う。 

・佐久市と共同して地域医療体制に関する研究・検討を行う。 

・佐久市と共同して地域住民等への啓発等を行う。 

・その他地域医療の環境整備に資する取組を実施する。 

 

   重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

佐久地域休日小児科急病診療センター登

録医師数 

15 人 

（Ｈ27 年度） 

15 人 

（Ｒ3 年度） 
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  （取り組む事業） 

事 業 番 号 １  

事 業 名 佐久地域休日小児科急病診療センター運営委託事業 

実 施 主 体 佐久市 

関係市町村名 
小諸市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、

軽井沢町、御代田町、立科町 

事 業 概 要 

 休日における小児科の急病診療に対応するため、佐久医師会の協力

により、浅間総合病院内に「佐久地域休日小児科急病診療センター」

を設置する。 

成 果 日曜・祝日において、小児科診療を安心して受診することができる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
6,297 5,805 8,562 7,000 7,000 34,664 

 

事 業 番 号 ２  

事 業 名 佐久地域平日夜間急病診療センター運営委託事業 

実 施 主 体 佐久市 

関係市町村名 
小諸市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、

軽井沢町、御代田町、立科町 

事 業 概 要 

 平日夜間における内科の急病診療に対応するため、佐久医師会の協

力により、浅間総合病院内に「佐久地域平日夜間急病診療センター」

を設置する。 

成 果  平日夜間において内科診療を安心して受診することができる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
10,030 10,032 10,402 10,000 10,000 50,464 

    

事 業 番 号 ３  

事 業 名 休日救急歯科診療所開設支援事業 

実 施 主 体 佐久市 

関係市町村名 小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村 

事 業 概 要 
 佐久歯科医師会による休日救急歯科診療所の開設・運営を支援す

る。 

成 果 
 歯科の急病に際し、より速やかに安心して治療を受けることができ

るようになる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
2,554 3,172 4,000 4,000 4,000 17,726 
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事 業 番 号 ４  

事 業 名 在宅当番医事業 

実 施 主 体 佐久市 

関係市町村名 小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村 

事 業 概 要 
 休日における緊急患者の診療を、佐久医師会の協力により、在宅当

番医制で行う。 

成 果 
休日における急患の診療を医療機関が在宅当番医制で行うことで、

安心して医療を受けることができる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
4,616 4,752 4,729 5,000 5,000 24,097 

 

事 業 番 号 ５  

事 業 名 上手な医療機関のかかり方等周知・啓発活動事業 

実 施 主 体 
佐久市、小諸市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北

相木村、軽井沢町、御代田町、立科町 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 
上手な医療機関へのかかり方等について、広報誌・ホームページへ

の掲載や講演活動等により周知啓発を図る。 

成 果 

住民一人ひとりが保健・医療に関心を持ち、上手な医療機関へのか

かり方を心がけることで、必要な人が必要なときに安心して医療を受

けることができる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
0 0 0 0 0 0 
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  イ 住民の健康増進 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
医療機関と連携した特定健康診査の受診率の向上と保健指導等に

より、住民の健康増進を図る。 

佐久市の役割 

・関係市町村と共同して医療機関と連携し、特定健康診査の受診率の

向上対策及び保健指導等を実施する。 

・その他住民の健康増進に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市と共同して医療機関と連携し、特定健康診査の受診率の向上

対策及び保健指導等を実施する。 

・その他住民の健康増進に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

特定健康診査受診率 
42.2％ 

（Ｈ27 年度） 

60.0％ 

（Ｒ3 年度） 
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  （取り組む事業） 

事 業 番 号 ６  

事 業 名 特定健康診査推進事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 
特定健康診査に相当する検査結果書の発行に関して、各医師会と圏

域市町村と連携することにより、受診率の向上を図る。 

成 果 特定健康診査受診率の向上と保健指導の充実が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

1,426 

 

1,028 

 

2,396 

 

1,543 

 

1,543 

 

7,936 

小諸市 

28 

 

527 

 

257 

 

129 

 

129 

 

1,070 

東御市 

49 

 

44 

 

44 

 

34 

 

34 

 

205 

小海町 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

佐久穂町 

0 

 

0 

 

96 

 

0 

 

0 

 

96 

川上村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

南牧村 

0 

 

58 

 

90 

 

0 

 

0 

 

148 

南相木村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

北相木村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

軽井沢町 

259 

 

133 

 

248 

 

60 

 

60 

 

760 

御代田町 

137 

 

150 

 

180 

 

103 

 

103 

 

673 

立科町 

34 

 

44 

 

78 

 

26 

 

26 

 

208 

   

 

 

 

 

 



19 

 

ウ 自殺対策 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 啓発活動、相談体制の充実等により、自殺対策を推進する。 

佐久市の役割 

・関係市町村と共同して講演会、研修会及び相談会等の開催等を実施

する。 

・その他自殺対策に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市と共同して講演会、研修会及び相談会等の開催等を実施する。 

・その他自殺対策に資する取組を実施する。 

    

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

ゲートキーパー養成研修会受講者数 

（累計） 

初級：404 人 

中級：289 人 

（Ｈ24～27 年度） 

初級：800 人 

中級：570 人 

（Ｈ24～Ｒ3 年度） 

 

  （取り組む事業） 

事 業 番 号 ７  

事 業 名 自殺対策事業 

実 施 主 体 佐久市 

関係市町村名 
小諸市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、

軽井沢町、御代田町、立科町 

事 業 概 要 
自殺の問題に対する理解を深めるための啓発活動、ゲートキーパー

の養成及び相談事業等自殺を防ぐための事業を行う。 

成 果 
相談しやすい体制や人にやさしい環境をつくることで、自殺要因の

減少若しくは軽減が図られ、自殺者数の減少が期待できる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
61 61 69 69 69 329 
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（２）福祉 

  ア 病児・病後児保育の広域化 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
子育て環境の充実のため、広域的な病児・病後児保育事業等を実施

する。 

佐久市の役割 

・病児・病後児保育事業の実施に必要な施設及び人員の確保等を行う。 

・関係市町村の住民に係る病児・病後児保育事業の実施に必要な事務

を行う。 

・その他病児・病後児保育の充実に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市と協議の上、病児・病後児保育事業の実施に必要な事務を行

う。 

・その他病児・病後児保育の充実に資する取組を実施する。 

  

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

病児・病後児保育の延利用児童数 

病児：延 252 人 

病後児：延 14 人 

（Ｈ27 年度） 

病児：延 300 人 

病後児：延 24 人 

（Ｒ3 年度） 

 

  （取り組む事業） 

事 業 番 号 ８  

事 業 名 病児・病後児保育の広域化事業 

実 施 主 体 佐久市 

関係市町村名 
小諸市、小海町、佐久穂町、南牧村、南相木村、北相木村、 

軽井沢町、御代田町、立科町 

事 業 概 要 

児童が病気の治療中又は回復期にあり、集団保育が適当でなく、か

つ、保護者のやむを得ない事情により家庭で保育のできない場合に、

その児童を一時的に預かる事業を実施する。 

成 果 
子育て支援サービス機能の向上により、保護者の子育てと就労等の

両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与する。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
12,440 12,440 12,440 12,440 12,440 62,200 
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  イ 発達障がい児の支援体制の確立 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 

障がい児担当職員のスキルアップを図るための研修及び講演会の

開催等を実施すること等により、発達障がい児の支援体制の確立を図

る。 

佐久市の役割 
・研修会及び講演会の開催等の事業を実施する。 

・その他発達障がい児の支援体制の強化に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市が実施する事業に共同して取り組む。 

・その他発達障がい児の支援体制の強化に資する取組を実施する。 

  

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

スキルアップ研修会受講者数 
34 人 

（Ｈ27 年度） 

70 人 

（Ｒ3 年度） 

 

  （取り組む事業） 

事 業 番 号 ９  

事 業 名 障がい児発達支援事業 

実 施 主 体 佐久市 

関係市町村名 
小諸市、小海町、佐久穂町、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、

御代田町、立科町 

事 業 概 要 

佐久市療育支援センターの運営により支援体制の充実を図る。ま

た、障がい児支援関係者のスキルアップ及び理解の促進を図るため、

講演会・研修会等を開催するとともに、心理専門職等による個別相談

や保育相談に取り組む。さらに、児童の生育・医療情報、各ライフス

テージにおける支援内容等を記録するサポートブック「虹のかけは

し」の活用に取り組む。 

成 果 

障がい児支援を行う体制の充実と、職員の知識、技能の向上により、

発達に課題のある児童とその家族に対し早期支援を図ることができ

る。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
14,664 21,283 19,010 2,311 2,311 59,579 
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（３）学校教育 

  ア 不登校児童生徒等の支援体制の充実 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
不登校児童生徒等の支援に関する情報の共有、交換等により、不登

校児童生徒等の支援体制の充実を図る。 

佐久市の役割 

・当該年度に実施する事業内容の調整等を行い、事業計画を取りまと

める。 

・事業計画に基づき事業を実施する。 

・その他不登校児童生徒等の支援体制の充実に資する取組を実施す

る。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市が行う調査等への回答及び具体的な取組における各業務の分

担を行う。 

・その他不登校児童生徒等の支援体制の充実に資する取組を実施す

る。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

不登校児童生徒在籍率（小・中学校） 
1.17％ 

（Ｈ27 年度） 

0.92％以下 

（Ｒ3 年度） 
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  （取り組む事業） 

事 業 番 号 １０  

事 業 名 不登校児童生徒等支援事業 

実 施 主 体 
佐久市、小諸市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北

相木村、軽井沢町、御代田町、立科町 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 

支援員等による不登校児童生徒等の支援事業や相談・支援方法に関

する研究・情報交換会を実施する。また、圏域内でのスクールソーシ

ャルワーカー等の雇用、活用を検討する。 

成 果 
不登校児童生徒等に対して、より効果的な相談・支援を個々の状況

に応じて実施することができる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

21,798 

 

21,858 

 

22,420 

 

22,952 

 

22,952 

 

111,980 

小諸市 

2,074 

 

11,702 

 

19,230 

 

2,074 

 

2,074 

 

37,154 

小海町 

0 

 

0 

 

0 

 

4,000 

 

4,000 

 

8,000 

佐久穂町 

0 

 

2,445 

 

2,524 

 

1,470 

 

1,470 

 

7,909 

川上村 

195 

 

5 

 

540 

 

450 

 

450 

 

1,640 

南牧村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

南相木村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

北相木村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

軽井沢町 

5,282 

 

4,140 

 

4,526 

 

2,930 

 

2,930 

 

19,808 

御代田町 

6,200 

 

5,020 

 

6,719 

 

4,408 

 

4,408 

 

26,755 

立科町 

2,890 

 

3,002 

 

3,002 

 

4,407 

 

4,407 

 

17,708 
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イ ＩＣＴ教育の推進 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
児童生徒の情報活用能力の育成と情報モラル教育の充実を図ると

ともに、各教科の学習目標を達成するため、ＩＣＴ教育を推進する。 

佐久市の役割 

・当該年度に実施する事業内容の調整等を行い、事業計画を取りまと

める。 

・事業計画に基づき事業を実施する。 

・その他ＩＣＴ教育の推進に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市が行う調査等への回答及び具体的な取組における各業務の分

担を行う。 

・その他ＩＣＴ教育の推進に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

ＩＣＴ教育年間授業時間数 

小学校：2,913 

中学校：1,502 

（Ｈ27 年度） 

小学校：3,300 

中学校：2,200 

（Ｒ3 年度） 
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  （取り組む事業） 

事 業 番 号 １１  

事 業 名 ＩＣＴ教育推進事業 

実 施 主 体 
佐久市、小諸市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北

相木村、軽井沢町、御代田町、立科町 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 

小・中学校におけるＩＣＴ機器の整備、活用を推進する。また、授

業等において学習効果を高めるためのＩＣＴ機器の活用に関する研

究・情報交換会を実施する。 

成 果 

学校におけるＩＣＴ環境の整備により、児童生徒の情報活用能力の

育成と情報モラル教育の充実が図られるとともに、各教科の学習目標

を効率的に達成することができる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

44,328 

 

44,328 

 

44,185 

 

44,185 

 

44,185 

 

221,211 

小諸市 

12,101 

 

10,565 

 

25,450 

 

3,360 

 

3,360 

 

54,836 

小海町 

6,178 

 

4,855 

 

5,506 

 

300 

 

300 

 

17,139 

佐久穂町 

603 

 

0 

 

8,700 

 

460 

 

460 

 

10,223 

川上村 

5,228 

 

9,328 

 

12,397 

 

0 

 

0 

 

26,953 

南牧村 

0 

 

0 

 

7,279 

 

7,279 

 

7,279 

 

21,837 

南相木村 

2,733 

 

4,146 

 

4,146 

 

2,000 

 

2,000 

 

15,025 

北相木村 

250 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

250 

軽井沢町 

4,251 

 

52,324 

 

137,210 

 

137,210 

 

137,210 

 

468,205 

御代田町 

901 

 

3,895 

 

7,377 

 

0 

 

0 

 

12,173 

立科町 

239 

 

4,107 

 

2,464 

 

1,058 

 

1,058 

 

8,926 
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（４）産業振興 

  ア 鳥獣害防止総合対策 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 

有害鳥獣による農林水産業被害を防止するため、鳥獣による農林水

産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成１９年

法律第１３４号）に基づき、甲及び乙が策定する被害防止計画に定め

た鳥獣害防止対策を総合的に進める。 

佐久市の役割 

・住民及び団体等と連携を図りつつ、関係市町村と鳥獣害に関する情

報交換等を実施する。 

・関係市町村と共同して鳥獣害防止総合対策の調査研究を行うととも

に、当該対策が有効なものとなるよう取組を実施する。 

・その他鳥獣害防止に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・住民及び団体等と連携を図りつつ、佐久市と鳥獣害に関する情報交

換等を実施する。 

・佐久市と共同して鳥獣害防止総合対策の研究を行うとともに、当該

対策が有効となるよう取組を実施する。 

・その他鳥獣害防止に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

野生鳥獣による農林業被害額 
85,277 千円 

（Ｈ27 年度） 

78,000 千円 

（Ｒ3 年度） 
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  （取り組む事業） 

事 業 番 号 １２  

事 業 名 鳥獣害防止総合対策事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 
 有害鳥獣による農林業被害を防止するため、関係市町村と連携して

対策を実施する。 

成 果 
関係市町村が連携して対策を実施することにより、効率的な被害防

止を図ることができる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

19,731 

 

20,681 

 

31,376 

 

23,589 

 

23,589 

 

118,966 

小諸市 

10,728 

 

18,897 

 

25,920 

 

12,867 

 

12,867 

 

81,279 

東御市 

3,946 

 

4,022 

 

4,133 

 

4,762 

 

4,762 

 

21,625 

小海町 

4,040 

 

4,870 

 

6,000 

 

8,000 

 

8,000 

 

30,910 

佐久穂町 

9,692 

 

9,916 

 

9,916 

 

7,140 

 

6,140 

 

42,804 

川上村 

4,710 

 

5,040 

 

4,000 

 

6,000 

 

6,000 

 

25,750 

南牧村 

8,420 

 

7,505 

 

11,541 

 

17,034 

 

17,034 

 

61,534 

南相木村 

4,972 

 

3,518 

 

4,301 

 

650 

 

650 

 

14,091 

北相木村 

4,080 

 

4,900 

 

4,500 

 

500 

 

500 

 

14,480 

軽井沢町 

66,216 

 

68,637 

 

73,203 

 

69,440 

 

69,340 

 

346,836 

御代田町 

3,414 

 

2,954 

 

5,380 

 

3,817 

 

3,817 

 

19,382 

立科町 

3,640 

 

7,525 

 

6,369 

 

8,139 

 

8,139 

 

33,812 
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  イ 地産地消・販路開拓の推進 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
農林水産物の消費拡大を図るため、地産地消及び販路開拓を推進す

る。 

佐久市の役割 

・住民及び団体等との連携を図りつつ、関係市町村と地産地消、情報

発信等に関する情報交換等を実施する。 

・関係市町村と共同して地産地消及び情報発信等の研究等を行うとと

もに、当該事業が有効なものとなるよう取組を実施する。 

・その他地産地消及び販路開拓の推進に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・住民及び団体等との連携を図りつつ、佐久市と地産地消、情報発信

等に関する情報交換等を実施する。 

・佐久市と共同して地産地消及び情報発信等の研究等を行うととも

に、当該事業が有効なものとなるよう取組を実施する。 

・その他地産地消及び販路開拓の推進に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

直売所（公設等）における売上額 
443,075 千円 

（Ｈ27 年度） 

550,000 千円 

（Ｒ3 年度） 
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  （取り組む事業） 

事 業 番 号 １３  

事 業 名 地産地消販路開拓推進事業 

実 施 主 体 
佐久市、小諸市、東御市、小海町、佐久穂町、南牧村、南相木村、北

相木村、軽井沢町、御代田町、立科町 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 

圏域内の直売所間のネットワーク化を図るため、各種情報を共有で

きるシステムを構築するとともに、特産品を圏域内外へ情報発信す

る。 

成 果 

道の駅等の直売所施設について情報共有を図り、農産物の融通の仕

組みを構築するとともに、特産品を広く情報発信することにより、農

林水産物の消費拡大が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

3,557 

 

3,223 

 

3,223 

 

1,535 

 

1,535 

 

13,073 

小諸市 

11,909 

 

34,151 

 

3,000 

 

0 

 

0 

 

49,060 

東御市 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

小海町 

8,127 

 

15,360 

 

11,972 

 

11,350 

 

11,350 

 

58,159 

佐久穂町 

850 

 

855 

 

2,269 

 

0 

 

0 

 

3,974 

南牧村 

0 

 

323 

 

1,300 

 

0 

 

0 

 

1,623 

南相木村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

北相木村 

2,000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2,000 

軽井沢町 

0 

 

25,000 

 

25,000 

 

0 

 

0 

 

50,000 

御代田町 

0 

 

172 

 

1,074 

 

0 

 

0 

 

1,246 

立科町 

402 

 

205 

 

500 

 

0 

 

0 

 

1,107 
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ウ 六次産業化による農業振興 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
地域農業の活性化を図るため、農業者と商工事業者等の多様な主体

が連携し、六次産業化による農業振興を推進する。 

佐久市の役割 

・住民及び団体等との連携を図りつつ、関係市町村と農産物の生産、

供給等に関する情報交換等を実施する。 

・関係市町村と共同して農産物の生産、供給等に関する研究等を行う

とともに、当該事業が有効なものとなるよう取組を実施する。 

・その他六次産業化による農業振興に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・住民及び団体等との連携を図りつつ、佐久市と農産物の生産、供給

等に関する情報交換等を実施する。 

・佐久市と共同して農産物の生産、供給等に関する研究等を行うとと

もに、当該事業が有効なものとなるよう取組を実施する。 

・その他六次産業化による農業振興に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

酒米生産農業者数 
29 人 

（Ｈ27 年度） 

40 人 

（Ｒ3 年度） 
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  （取り組む事業） 

事 業 番 号 １４  

事 業 名 酒米生産振興推進事業 

実 施 主 体 佐久市、小諸市、東御市、佐久穂町、軽井沢町、立科町 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 

佐久圏域における酒米栽培の促進と地元酒蔵へ酒米を安定的に供

給できる体制の構築により、佐久圏域の日本酒のブランド化を図るた

め、意見・情報交換会の開催や酒米の栽培支援を行う。 

成 果 
地域ブランドの確立に向けた地元産酒米を使用した日本酒造りへ

の取組により、圏域の農業の振興が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

455 

 

574 

 

122 

 

2,100 

 

3,000 

 

6,251 

小諸市 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

東御市 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

佐久穂町 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

軽井沢町 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

立科町 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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  エ 農業情報ネットワークの構築 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
農業に関する情報の共有、研修・講習会等の開催等により、農業情

報ネットワークを構築する。 

佐久市の役割 

・関係市町村と農業に関する情報を共有するとともに、研修・講習会

等の開催等の必要な事業を実施する。 

・その他農業情報ネットワークの構築に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市と農業に関する情報を共有するとともに、研修・講習会等の

事業を共同して実施する。 

・その他農業情報ネットワークの構築に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

認定農業者数 
1,925 人 

（Ｈ27 年度） 

1,970 人 

（Ｒ3 年度） 

 

  （取り組む事業） 

事 業 番 号 １５  

事 業 名 農業情報ネットワーク化構築事業 

実 施 主 体 
佐久市、小諸市、東御市、小海町、佐久穂町、南牧村、南相木村、北

相木村、軽井沢町、御代田町、立科町 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 
空き農地、空き施設、農業アシスタント・サポーター等の農業に関

する情報を共有し、担い手の確保・育成対策として活用する。 

成 果 
農業者の農業経営に対する知識の向上が図れるとともに、担い手の

育成、経営の規模拡大が円滑に促進する。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
0 0 0 0 0 0 
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  オ 森林病害虫被害防止対策 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 

森林病害虫による森林被害を防止するため、森林病害虫等防除法

（昭和２５年法律第５３号）に基づき、森林病害虫被害防止対策を進

める。 

佐久市の役割 

・住民及び団体等と連携を図りつつ、関係市町村と森林病害虫被害に

関する情報交換等を実施する。 

・関係市町村と共同して森林病害虫被害防止対策の研究を行うととも

に、当該対策が有効なものとなるような取組を実施する。 

・その他森林病害虫被害防止に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・住民及び団体等と連携を図りつつ、佐久市と森林病害虫被害に関す

る情報交換等を実施する。 

・佐久市と共同して森林病害虫被害防止対策の研究を行うとともに、

当該対策が有効なものとなるような取組を実施する。 

・その他森林病害虫被害防止に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

松くい虫被害木伐倒・くん蒸処理量 
3,852 ㎥ 

（Ｈ27 年度） 

4,600 ㎥ 

（Ｒ3 年度） 
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  （取り組む事業） 

事 業 番 号 １６  

事 業 名 森林病害虫被害防止対策事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 
関係市町村と連携した森林病害虫被害防止対策を実施するととも

に、効果的な防止対策についての研究を行う。 

成 果 
 関係市町村が連携して事業を実施することにより、効率的・効果的

な被害防止が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

20,051 

 

19,505 

 

24,456 

 

37,190 

 

37,190 

 

138,392 

小諸市 

11,998 

 

4,615 

 

5,040 

 

14,330 

 

14,330 

 

50,313 

東御市 

27,306 

 

13,371 

 

14,538 

 

40,806 

 

40,806 

 

136,827 

小海町 

0 

 

0 

 

0 

 

200 

 

200 

 

400 

佐久穂町 

4,476 

 

7,367 

 

5,742 

 

4,000 

 

4,000 

 

255,585 

川上村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

南牧村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

南相木村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

北相木村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

軽井沢町 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

御代田町 

4,135 

 

4,889 

 

7,282 

 

6,135 

 

6,135 

 

28,576 

立科町 

25,024 

 

25,474 

 

17,433 

 

28,358 

 

28,358 

 

124,647 
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  カ 広域的観光の推進 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 

観光地をネットワーク化した周遊観光ルートの発掘等の実施、地域

産業と連携した地域経済の活性化及び誘客増加のための取組等によ

り、広域的観光を推進する。 

佐久市の役割 

・広域的観光に関する情報の集約及び関係市町村との調整等を実施す

る。 

・関係市町村と共同して広域的観光の推進に必要な事業を実施する。 

・その他広域的観光の推進に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市への情報提供等を実施する。 

・佐久市と共同して広域的観光の推進に必要な事業を実施する。 

・その他広域的観光の推進に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

観光地延利用者数 
延 15,891,200 人 

（Ｈ27 年度） 

延 17,119,000 人 

（Ｒ3 年度） 

 

  （取り組む事業） 

事 業 番 号 １７  

事 業 名 圏域観光連携事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 

圏域の観光資源を見直し、その保全や魅力向上の方法について検討

するとともに、共同宣伝事業等を実施することにより、圏域観光を推

進する。 

成 果 圏域内経済の活性化及び観光消費額の増加が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
0 0 0 0 0 0 
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事 業 番 号 １８  

事 業 名 しなの鉄道沿線観光振興事業 

実 施 主 体 佐久市、小諸市、東御市、軽井沢町、御代田町、立科町 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 
しなの鉄道を軸とした広域的なネットワークを構築し、沿線の観光

資源の再評価と活用により魅力ある観光メニューの開発を促進する。 

成 果 圏域内経済の活性化及び観光消費額の増加が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

114 114 114 114 114 570 

小諸市 

146 146 146 146 146 730 

東御市 

110 110 110 110 110 550 

軽井沢町 

169 169 169 169 169 845 

御代田町 

80 80 80 80 80 400 

立科町 

80 80 80 80 80 400 
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事 業 番 号 １９  

事 業 名 小海線沿線地域活性化事業 

実 施 主 体 
佐久市、小諸市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北

相木村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 
関係市町村が連携して小海線の利用促進と観光振興を図ることに

より、小海線沿線地域の活性化を図る。 

成 果 圏域内経済の活性化及び観光消費額の増加が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

242 242 242 242 242 1,210 

小諸市 

242 242 242 242 242 1,210 

小海町 

201 201 201 201 201 1,005 

佐久穂町 

201 201 201 201 201 1,005 

川上村 

201 201 201 201 201 1,005 

南牧村 

201 201 201 201 201 1,005 

南相木村 

129 129 129 129 129 645 

北相木村 

129 129 129 129 129 645 
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（５）環境 

  ア 循環型社会の構築 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
循環型社会の構築に向け、情報の共有化を図り、環境に関連する活

動を連携して実施する。 

佐久市の役割 

・事業の実施のために必要となる情報の集約及び関係市町村との調整

等を実施する。 

・関係市町村と共同して循環型社会の構築のために必要な事業を実施

する。 

・その他循環型社会の構築に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市への情報提供等を実施する。 

・佐久市と共同して循環型社会の構築のために必要な事業を実施す

る。 

・その他循環型社会の構築に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

新エネルギー設備導入容量 
166ＭＷ 

（Ｈ27 年度） 

350ＭＷ 

（Ｒ3 年度） 
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（取り組む事業） 

事 業 番 号 ２０  

事 業 名 ごみ減量化促進事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 
ごみの減量化に関する情報交換を行い、必要に応じて、共同調査研

究に取り組み、研究成果について関係市町村が連携して活用を図る。 

成 果 
関係市町村が連携して取組を進めることにより、効果的にごみの減

量化が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

921 

 

1,016 

 

1,800 

 

4,800 

 

0 

 

8,537 

小諸市 

6,609 

 

6,029 

 

8,760 

 

8,020 

 

8,020 

 

37,438 

東御市 

5,212 

 

3,279 

 

2,412 

 

2,500 

 

2,500 

 

15,903 

小海町 

450 

 

197 

 

200 

 

1,500 

 

1,500 

 

3,847 

佐久穂町 

590 

 

580 

 

600 

 

700 

 

700 

 

3,170 

川上村 

496 

 

12 

 

500 

 

500 

 

500 

 

2,008 

南牧村 

68 

 

167 

 

490 

 

700 

 

700 

 

2,125 

南相木村 

12 

 

84 

 

150 

 

150 

 

150 

 

546 

北相木村 

31 

 

34 

 

200 

 

200 

 

200 

 

665 

軽井沢町 

1,642 

 

2,184 

 

2,500 

 

3,300 

 

3,300 

 

12,926 

御代田町 

756 

 

650 

 

800 

 

1,216 

 

1,216 

 

4,638 

立科町 

76 

 

66 

 

833 

 

833 

 

833 

 

2,641 
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事 業 番 号 ２１  

事 業 名 佐久地域地下水等水資源保全事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 

佐久地域全体の市町村で地下水・湧水を公水であると認識し、その

保全に努めるとともに、水資源の重要性の啓発活動や地下水賦存量の

把握等を行い、水資源の有効利用を図る。 

成 果 

地下水を地域共有の貴重な財産として、様々な脅威から守り、育む

と同時に、有効利用を図りながら、水資源が地域で循環する社会を構

築することにより、水資源の未来への引き継ぎが図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

2,300 228 4,084 300 300 7,212 

小諸市 

109 110 785 20 20 1,044 

東御市 

21 5,784 387 27 27 6,246 

小海町 

2,438 0 0 0 0 2,438 

佐久穂町 

5 20 20 0 0 45 

川上村 

5 20 0 0 0 25 

南牧村 

5 39 20 0 0 64 

南相木村 

5 20 5 0 0 30 

北相木村 

0 0 0 0 0 0 

軽井沢町 

10 113 10 10 10 153 

御代田町 

10 20 238 10 10 288 

立科町 

5 20 222 25 25 297 
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事 業 番 号 ２２  

事 業 名 新エネルギー推進事業 

実 施 主 体 
佐久市、小諸市、東御市、川上村、北相木村、軽井沢町、御代田町、

立科町 

関係市町村名 全市町村 

事 業 概 要 新エネルギー設備・省エネルギー設備の導入を推進する。 

成 果 圏域内の自然エネルギー自給率の向上が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

41,854 

 

38,389 

 

43,000 

 

17,000 

 

17,000 

 

157,243 

小諸市 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

東御市 

5,194 

 

20 

 

5,380 

 

7,000 

 

7,000 

 

24,594 

川上村 

1,546 

 

200 

 

1,600 

 

2,500 

 

2,500 

 

8,346 

北相木村 

1,100 

 

2,200 

 

3,800 

 

5,600 

 

5,600 

 

18,300 

軽井沢町 

11,451 

 

30,205 

 

28,000 

 

13,250 

 

13,250 

 

96,156 

御代田町 

3,045 

 

5,605 

 

3,600 

 

5,000 

 

5,000 

 

22,250 

立科町 

865 

 

3,565 

 

4,000 

 

4,000 

 

4,000 

 

16,430 
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事 業 番 号 ２３  

事 業 名 特定外来生物（植物）駆除推進事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 
圏域における生物多様性を保全するため、特定外来生物（植物）の

駆除活動を推進する。 

成 果 
特定外来生物（植物）の拡大防止により、健全な生態系の維持や農

林産業を安心して営める環境の整備が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

210 210 162 100 100 782 

小諸市 

7 10 10 30 30 87 

東御市 

31 23 60 189 189 492 

小海町 

0 0 0 0 0 0 

佐久穂町 

0 0 0 0 0 0 

川上村 

0 0 0 0 0 0 

南牧村 

0 0 0 0 0 0 

南相木村 

0 0 0 0 0 0 

北相木村 

0 0 0 0 0 0 

軽井沢町 

0 20 48 0 0 68 

御代田町 

0 0 0 0 0 0 

立科町 

0 0 0 0 0 0 
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（６）防災 

  ア 広域防災体制の整備と強化 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
災害時に必要な情報の共有、迅速な対応を図るための応援体制の確

立等により、広域防災体制の整備と強化を図る。 

佐久市の役割 

・防災に係る情報の取りまとめ及び提供並びに応援体制の調整を実施

する。 

・その他広域防災体制の整備と強化に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市への情報提供及び応援体制の確立に向けた取組を実施する。 

・その他広域防災体制の整備と強化に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

緊急連絡対応訓練実施回数 
１回 

（Ｈ27 年度） 

２回 

（Ｒ3 年度） 

 

  （取り組む事業） 

事 業 番 号 ２４  

事 業 名 広域防災体制連携強化事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 
大規模災害発生時において、圏域住民の安全等を最優先に考えた災

害対応を実施するため、情報の共有や応援体制の確立を図る。 

成 果 
関係市町村との連携強化が図られ、圏域市町村危機管理ネットワー

クが確立される。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
0 0 0 0 0 0 
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２ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

（１）地域公共交通 

  ア 地域公共交通ネットワークの構築 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
地域公共交通のあり方に関する調査検討、公共交通の確保のために

必要な事業の実施等により、地域公共交通ネットワークを構築する。 

佐久市の役割 

・関係市町村と共同して地域公共交通ネットワークの構築に取り組

む。 

・関係市町村及び関係機関との総合的な連絡調整を行う。 

・その他地域公共交通ネットワークの構築に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市と共同して地域公共交通ネットワークの構築に取り組む。 

・その他地域公共交通ネットワークの構築に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

公共交通延利用者数 
延 548,335 人 

（Ｈ27 年度） 

延 555,000 人以上 

（Ｒ3 年度） 

 

  （取り組む事業） 

事 業 番 号 ２５  

事 業 名 圏域地域公共交通ネットワーク構築事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 

圏域住民の通勤、通学、通院、買い物等の日常生活を支える公共交

通の確保・維持を図るため、圏域のバスや鉄道等の公共交通のあり方

に関する調査や市町村間の円滑な移動に関する検討を行い、調査結果

に基づき圏域内の地域公共交通ネットワークを構築する。 

成 果 

圏域住民の移動手段の確保と移動の利便性向上が図られる。特に高

齢者の通院や買い物、高校生の通学等、移動手段を持たない住民の日

常生活を支える移動の足が確保され、より暮らしやすい圏域の形成に

寄与する。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
0 0 0 0 0 0 
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事 業 番 号 ２６  

事 業 名 路線バスネットワーク再構築事業 

実 施 主 体 佐久市、小諸市、東御市、御代田町 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 
複数の地域にまたがる生活路線バスの運行を維持し、圏域住民の移

動手段を確保する。 

成 果 

圏域住民の移動手段の確保と移動の利便性向上が図られる。特に高

齢者の通院や買い物、高校生の通学等、移動手段を持たない住民の日

常生活を支える移動の足が確保され、より暮らしやすい圏域の形成に

寄与する。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

11,147 

 

11,240 

 

14,079 

 

62,068 

 

62,068 

 

160,602 

小諸市 

23,216 

 

22,915 

 

27,216 

 

72,004 

 

72,004 

 

217,355 

東御市 

7,153 

 

7,089 

 

7,332 

 

7,787 

 

7,787 

 

37,148 

御代田町 

3,085 

 

3,167 

 

3,257 

 

3,337 

 

3,337 

 

16,183 

 

事 業 番 号 ２７  

事 業 名 しなの鉄道増便事業 

実 施 主 体 小諸市、軽井沢町、御代田町 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 

圏域住民の通勤、通学、通院、買い物等の日常生活を支えるしなの

鉄道の存続のため、関係市町村の負担により、しなの鉄道の増便を行

い、利用促進を図る。 

成 果 

圏域住民の移動手段の確保と移動の利便性向上が図られる。特に高

齢者の通院や買い物、高校生の通学等、移動手段を持たない住民の日

常生活を支える移動の足が確保され、より暮らしやすい圏域の形成に

寄与する。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

小諸市 

7,005 

 

5,661 

 

12,000 

 

12,000 

 

12,000 

 

48,666 

軽井沢町 

6,913 

 

5,586 

 

8,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

50,499 

御代田町 

4,435 

 

3,584 

 

5,720 

 

6,545 

 

6,545 

 

26,829 
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（２）建設 

  ア 道路等交通インフラの整備 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
地域住民の生活や産業・経済等を支える交通ネットワークの強化の

ため、道路等交通インフラの整備を推進する。 

佐久市の役割 

・関係市町村と共同して主要幹線道路等の整備促進に取り組む。 

・圏域の主要幹線道路へ接続する区域内の道路等の整備を実施する。 

・その他道路等交通インフラの整備に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市と共同して主要幹線道路等の整備促進に取り組む。 

・圏域の主要幹線道路へ接続する関係市町村の区域内の道路等の整備

を実施する。 

・その他道路等交通インフラの整備に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

中部横断自動車道 八千穂高原インター

チェンジから（仮称）長坂ジャンクショ

ン間の整備計画路線への早期格上げ 

基本計画区間 

（Ｈ28 年度） 

整備計画区間 

（Ｒ3 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

  （取り組む事業） 

事 業 番 号 ２８  

事 業 名 道路期成同盟会活動推進事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 

圏域内の主要幹線道路等の早期整備の促進及び整備促進に対する

住民意識の高揚を図るため、期成同盟会を通じた要望活動等を実施す

る。 

成 果 

圏域における円滑な交通ネットワークが構築され、圏域内外の交流

や連携が促進されるとともに、住民の交通の利便性と安全性の向上が

図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

209 215 189 209 209 1,031 

小諸市 

74 73 73 74 74 368 

東御市 

13 13 13 13 13 65 

小海町 

48 48 48 48 48 240 

佐久穂町 

55 55 55 55 55 275 

川上村 

48 48 48 48 48 240 

南牧村 

47 47 47 47 47 235 

南相木村 

45 45 45 45 45 225 

北相木村 

45 45 45 45 45 225 

軽井沢町 

38 38 38 38 38 190 

御代田町 

33 33 33 33 33 165 

立科町 

43 31 31 31 31 167 
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事 業 番 号 ２９  

事 業 名 市町村道整備事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 圏域の主要幹線道路へ接続する道路等の整備を実施する。 

成 果 

圏域における円滑な交通ネットワークが構築され、圏域内外の交流

や連携が促進されるとともに、住民の交通の利便性と安全性の向上が

図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

264,248 

 

14,908 

 

29,408 

 

376,961 

 

585,781 

 

1,271,306 

小諸市 

54,439 

 

240,550 

 

279,280 

 

150,000 

 

150,000 

 

874,269 

東御市 

474,743 

 

108,373 

 

73,457 

 

24,000 

 

15,000 

 

695,573 

小海町 

67,023 

 

52,147 

 

97,246 

 

50,000 

 

50,000 

 

316,416 

佐久穂町 

0 

 

141,616 

 

229,602 

 

42,000 

 

21,000 

 

434,218 

川上村 

54,121 

 

94,226 

 

36,432 

 

30,000 

 

30,000 

 

244,779 

南牧村 

358,354 

 

124,978 

 

270,700 

 

120,000 

 

120,000 

 

994,032 

南相木村 

42,687 

 

36,880 

 

92,988 

 

20,000 

 

20,000 

 

212,555 

北相木村 

47,088 

 

30,187 

 

12,100 

 

11,000 

 

11,000 

 

111,375 

軽井沢町 

32,043 

 

39,636 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

371,679 

御代田町 

0 

 

67,025 

 

35,054 

 

15,000 

 

42,500 

 

159,579 

立科町 

71,496 

 

67,486 

 

45,134 

 

40,000 

 

85,000 

 

309,116 
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（３）情報 

  ア 情報化の推進 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
コンピュータシステムの共同利用・共同開発等により、情報化の推

進を図る。 

佐久市の役割 

・関係市町村と共同して情報化の推進のために必要な事業を実施す

る。 

・その他情報化の推進に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市とともに情報化の推進のために必要な事業を実施する。 

・その他情報化の推進に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

共同利用型コンピュータシステム延導入

団体数 

延５団体 

（Ｈ28 年度） 

延 16 団体 

（Ｒ3 年度） 
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  （取り組む事業） 

事 業 番 号 ３０  

事 業 名 コンピュータシステム共同利用・共同開発事業 

実 施 主 体 
佐久市、小諸市、東御市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相

木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 

各市町村で利用しているコンピュータシステムの共同利用に取り

組むとともに、共同開発に向けた最新技術の調査研究や具体的手法の

検討を行う。 

成 果 
 関係市町村間の情報の共有化、情報化経費の削減、事務の効率化が

図られるとともに、住民サービスの向上に寄与する。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 

佐久市 

6,930 

 

7,017 

 

8,748 

 

7,698 

 

26,058 

 

56,451 

小諸市 

6,253 

 

6,281 

 

7,660 

 

9,851 

 

27,391 

 

57,436 

東御市 

0 

 

0 

 

1,039 

 

2,492 

 

1,994 

 

5,525 

小海町 

0 

 

0 

 

886 

 

0 

 

0 

 

886 

佐久穂町 

4,595 

 

4,595 

 

6,831 

 

5,253 

 

5,253 

 

26,527 

川上村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

南牧村 

26,903 

 

5,088 

 

13,021 

 

0 

 

0 

 

45,012 

南相木村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

北相木村 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

軽井沢町 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

御代田町 

4,255 

 

4,273 

 

5,297 

 

4,658 

 

4,658 

 

23,141 

立科町 

4,248 

 

4,276 

 

5,948 

 

4,500 

 

4,500 

 

23,472 
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（４）定住促進・交流推進 

  ア 定住促進及び交流推進 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
都市部を対象とした就労・就農・住宅情報の提供、ホームページ等

による情報発信等により、定住促進及び交流推進を図る。 

佐久市の役割 

・事業実施のために必要となる情報の集約及び関係市町村との調整等

を実施する。 

・関係市町村と共同して定住促進及び交流推進のために必要な事業を

実施する。 

・その他定住促進及び交流推進に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・佐久市への情報提供等を実施する。 

・佐久市と共同して定住促進及び交流推進のために必要な事業を実施

する。 

・その他定住促進及び交流推進に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

移住サポートによって移住に結びついた

移住者数 

93 人 

（Ｈ27 年度） 

150 人 

（Ｒ3 年度） 

 

  （取り組む事業） 

事 業 番 号 ３１  

事 業 名 定住促進共同情報発信事業 

実 施 主 体 
佐久市、小諸市、東御市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相

木村、北相木村、御代田町、立科町 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 

 首都圏等における移住説明会の共同開催や、ホームページ等を活用

した共同情報発信等により、関係市町村と連携して定住促進策を推進

する。 

成 果  圏域全体の定住人口の増加が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
0 0 0 0 0 0 
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（５）社会教育 

  ア 社会教育施設の広域的活用 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 

 施設情報や開催行事の情報を共有し、住民に提供すること等によ

り、文化・スポーツ施設等の社会教育施設の広域的活用及び文化・ス

ポーツ活動の活性化を図る。 

佐久市の役割 

・文化・スポーツ施設等の施設情報及び文化スポーツ活動等に関する

情報の提供を受け、関係市町村及び住民等に周知する。 

・その他社会教育施設の広域的活用及び文化・スポーツ活動の活性化

に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・文化・スポーツ施設等の施設情報及び文化・スポーツ活動等に関す

る情報を佐久市へ提供するとともに、佐久市から提供された情報を

住民等へ周知する。 

・その他社会教育施設の広域的活用及び文化・スポーツ活動の活性化

に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

イベント、スポーツ大会等の共同開催回

数（累計） 

－ 

（Ｈ28 年度） 

15 回 

（Ｈ29～Ｒ3 年度） 

 

  （取り組む事業） 

事 業 番 号 ３２  

事 業 名 文化・スポーツ施設等相互活用促進事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 

 関係市町村の文化・スポーツ施設に関する情報を集約し、ホームペ

ージ等により情報発信するほか、施設の相互活用方法について検討す

る。 

成 果  各施設の活用促進が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
0 0 0 0 0 0 
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事 業 番 号 ３３  

事 業 名 スポーツ交流推進事業 

実 施 主 体 全市町村 

関係市町村名 上記と同じ 

事 業 概 要 
 圏域内のスポーツ活動の振興及び圏域住民の交流促進を図るため、

共同開催による合同イベントやスポーツ大会等について検討する。 

成 果 

 各種事業の共同開催によりスポーツ活動の機会が充実することで、

圏域全体のスポーツ活動の振興や質的向上につながるとともに、圏域

住民の相互交流の促進が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
0 0 0 0 0 0 
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３ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

（１）人材育成 

  ア 合同専門研修及び人事交流 

  （協定の内容） 

取 組 の 内 容 
職員研修の合同実施、職員人事交流等により、職員の人材育成を図

る。 

佐久市の役割 

・職務に係る専門研修又は定住自立圏の取組を推進するための研修を

行うに際し、関係市町村の職員に当該研修への参加の機会を設け

る。 

・関係市町村の求めに応じて職員の人事交流及び派遣研修を実施す

る。 

・その他職員の人材育成に資する取組を実施する。 

関係市町村の

役 割 

・合同専門研修の企画立案及び運営に協力するとともに、職員を参加

させる。 

・必要に応じて職員の派遣、受入れ及び人事交流を行う。 

・その他職員の人材育成に資する取組を実施する。 

 

重要業績評価指標（KPI） 

指 標 名 現 状 目 標 

職員合同研修会受講者数 
44 人 

（Ｈ27 年度） 

48 人 

（Ｒ3 年度） 

 

  （取り組む事業） 

事 業 番 号 ３４  

事 業 名 合同専門研修・人事交流推進事業 

実 施 主 体 佐久市 

関係市町村名 全市町村 

事 業 概 要 

 職員の資質向上及び圏域マネジメント能力を強化し、圏域全体の行

政サービス向上を図るため、職員研修を合同で実施するとともに、圏

域内の職員人事交流を行う。 

成 果 

 基礎自治体の職員として必要な専門知識等を効率的・効果的に習得

でき、職員の資質向上及び圏域マネジメント能力の強化が図られると

ともに、人事交流により先進市町村に業務のノウハウを研修すること

により圏域全体の行政サービスの向上が図られる。 

事 業 費 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 計 

事業費 

(千円) 
537 531 548 550 550 2,716 


